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令和４年美濃加茂市議会第４回定例会提出予定議案 

【執行部関係】 

議案番号 議 案 名 主 管 課 提 出 理 由 の 概 要 

議第５９号 美濃加茂市手数料の特例に関

する条例について 

市 民 課 コンビニ交付サービスにより取得する住民

票の写し等の証明書の交付に係る手数料の

特例を定めるもの。 

議第６０号 定年引上げに伴う関係条例の

整備に関する条例について

人 事 課 地方公務員法の一部改正による定年引上げ

に係る所要の改正を行うもの。

議第６１号 地方公務員法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例について

人 事 課 地方公務員法の一部改正による定年前再任

用短時間勤務制の導入に係る所要の改正を

行うもの。

議第６２号 美濃加茂市職員の分限に関す

る条例の一部を改正する条例

について 

人 事 課 定年引上げに伴い、職員の分限のうち降給に

ついて所要の改正を行うもの。 

議第６３号 美濃加茂市附属機関の設置に

関する条例の一部を改正する

条例について 

教育委員会 学校給食食物アレルギー対応方針策定委員

会を追加するもの。 

議第６４号 美濃加茂市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例

について 

人 事 課 地方公務員法の一部改正による定年引上げ

に係る所要の改正を行うもの。 

また、人事院勧告に基づき、民間給与との格

差を解消するため、給料表の水準を引き上

げ、勤勉手当の支給月数を引き上げる改正を

行うもの。 

議第６５号 美濃加茂市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一

部を改正する条例について 

人 事 課 人事院勧告に基づき、民間給与との格差を解

消するため、給料表の水準を引き上げ、期末

手当の支給月数を引き上げる改正を行うも

の。 

議第６６号 美濃加茂市常勤の特別職職員

の給与に関する条例の一部を

改正する条例について 

人 事 課 人事院勧告に基づき、民間給与との格差を解

消するため、期末手当を引き上げるもの。 

議第６７号 美濃加茂市議会議員の議員報

酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条

例について 

人 事 課 人事院勧告に基づき、民間給与との格差を解

消するため、期末手当を引き上げるもの。 

議第６８号 美濃加茂市税条例等の一部を

改正する条例について 

収 税 課 市税等の督促手数料を廃止し、督促状の発付

期限を３０日に延長するもの。 

議第６９号 美濃加茂市障害者支援施設の

設置及び管理に関する条例を

廃止する条例について 

福 祉 課 美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家に

ついて令和６年４月１日から民営化するた

め条例を廃止するもの。 

議第７０号 令和４年度美濃加茂市一般会

計補正予算（第８号） 

財 政 課 別 紙

議第７１号 令和４年度美濃加茂市介護保

険会計補正予算（第２号） 

高齢福祉課 別 紙
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議第７２号 令和４年度美濃加茂市水道事

業会計補正予算（第１号） 

上下水道課 別 紙

議第７３号 令和４年度美濃加茂市下水道

事業会計補正予算（第１号） 

上下水道課 別 紙

議第７４号 指定管理者の指定について（中

之島公園）

土 木 課 中之島公園の指定管理者を指定するため、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り議会の議決を求めるもの。 

議第７５号 市道路線の廃止について 土 木 課 市道信友２６７号線外３路線の廃止 

議第７６号 市道路線の認定について 土 木 課 市道西町５２９号線外２路線の認定 

議第７７号 美濃加茂市と坂祝町の定住自

立圏形成協定を変更すること

について 

企 画 課 美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏形成協定

を変更するため、美濃加茂市議会の議決すべ

き事件に関する条例第２条第２号の規定に

より、議会の議決を求めるもの。 

議第７８号 美濃加茂市と八百津町の定住

自立圏形成協定を変更するこ

とについて

企 画 課 美濃加茂市と八百津町の定住自立圏形成協

定を変更するため、美濃加茂市議会の議決す

べき事件に関する条例第２条第２号の規定

により、議会の議決を求めるもの。 

議第７９号 美濃加茂市固定資産評価審査

委員会の委員の選任について 

人 事 課 小林喜典氏の任期満了に伴う後任委員の選

任同意（再任） 
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〔議第５９号〕 

   美濃加茂市手数料の特例に関する条例について                 

    【議案書： 頁】 

◎ 制定の趣旨及び条例の概要 

  現在、住民票の写し等の証明書については、利用者証明用電子証明書が搭載

されたマイナンバーカードを使用し、コンビニエンスストア等で設置されてい

る多機能端末機（マルチコピー機）により、交付申請をすることができます（以

下「コンビニ交付サービス」という。）。 

  コンビニ交付サービスにより取得する証明書の交付手数料（現行２００円又

は４５０円）を令和５年２月１日から令和６年３月３１日までの期間に限り１

０円とするものです。対象となる証明書交付手数料は次のとおりです。 

 ・住民票写し等交付手数料 

 ・戸籍附票写し交付手数料 

 ・租税公課証明書交付手数料 

 ・印鑑登録証明書交付手数料 

 ・戸籍記録事項証明書交付手数料 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日

   この条例は、令和５年２月１日から施行します。 

〇 失効

   この条例は、令和６年３月３１日をもって失効します。 
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〔議第６０号〕 

   定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

 〇 法改正情報 

公布された法令 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和５年４月１日 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 

〇 減給の上限額（第４条関係） 

減給する場合の基準の給料月額等について、「その発令の日に受ける給料

及びこれに対する地域手当の合計額」と明確にするとともに、減ずる額が現

に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の５分の１を超える場合

は、当該額を減ずるものとして、減給の上限を定めます。 

第２条 美濃加茂市職員の定年等に関する条例の一部改正 

〇 目次の新設（目次関係） 

定年引上げに伴う各制度の新設を踏まえ、目次を追加します。 

〇 管理監督職勤務上限年齢制等の導入等に伴う趣旨の改正（第１条関係） 

管理監督職勤務上限年齢制（いわゆる「役職定年制」）の導入に関する規

定の追加、地方公務員法の改正に伴う条ずれの修正を行うものです。 

〇 定年年齢の引上げ（第３条関係） 

職員の定年年齢について、６０歳から６５歳に引き上げるものです。 

〇 管理監督職勤務上限年齢制（第６条から第１１条まで関係）

・ 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる職を、美濃加茂市職員の給与に

関する条例第９条の３に規定する職（管理職手当の支給対象の職）としま

す。 

・ 管理監督職勤務上限年齢を６０歳とします。 

・ 管理監督職勤務上限年齢による降任等を行うに当たって遵守すべき基

準を規定します。 
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・ 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限

の特例について規定します。 

・ 特例で異動期間の延長等をする場合に、職員の同意を得るよう規定しま

す。 

・ 特例で異動期間を延長した場合に、異動期間を延長する事由が消滅した

場合には、原則どおり監督職勤務上限年齢制による降任をするものとす

ることを規定します。 

〇 定年前再任用短時間勤務職員（第１２条関係）

６０歳に達した日以後に退職した職員を短時間勤務の職（定年前再任用

短時間勤務職員）に採用することができる旨規定します。 

〇 定年年齢の段階的な引上げ（附則第２項関係） 

令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における定年年齢

について、２年に１歳ずつ段階的に引き上げるものです。 

 〇 定年延長の対象となる職員への情報提供・意思確認（附則第３項関係） 

   定年延長の対象となる職員に対して、年齢６０年に達する日以後に適用

される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供し、今

後の勤務の意思を確認するよう努めるよう規定するものです。 

第３条 美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

〇 育児休業をすることができない職員の追加（第２条関係） 

育児休業をすることができない職員に、管理監督職勤務上限年齢に達し

たあとも特例で引き続き当該管理監督職を占める職員を追加します。 

〇 育児短時間勤務をすることができない職員の追加（第１０条関係） 

育児短時間勤務をすることができない職員に、管理監督職勤務上限年齢

に達したあとも特例で引き続き当該管理監督職を占める職員を追加しま

す。 

〇 部分休業をすることができない職員の追加（第１８条関係） 

定年前再任用短時間勤務職員を除いた非常勤職員のうち、部分休業をす

ることができない職員に、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮

して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員を追加します。 
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〇 非常勤職員の部分休業の承認（第１９条関係）

   定年前再任用短時間勤務職員を除いた非常勤職員の部分休業の承認につ

いて、取得できる部分休業の時間を当該非常勤職員の勤務時間に応じて定

めることができるよう規定を追加します。 

第４条 美濃加茂市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正 

〇 公益的法人等に派遣することのできない職員の追加（第２条関係） 

公益的法人等に派遣することのできない職員に、管理監督職勤務上限年

齢に達したあとも特例で引き続き当該管理監督職を占める職員を追加しま

す。 

第５条 美濃加茂市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正 

〇 高齢者部分休業を取得することのできる年齢（第２条関係） 

高齢者部分休業を取得することのできる年齢を５５歳と規定します。 

第６条 美濃加茂市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条

例の一部改正 

 〇 定年前に退職する意思を有する職員の募集の対象となる職員の年齢（第

２条関係） 

定年前に退職する意思を有する職員の募集の対象となる職員について、

定年から１５年を減じた年齢以上の年齢である職員とあるのを、定年から

２０年を減じた年齢以上の年齢である職員に改正します。 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和５年４月１日から施行します。ただし、附則第２２項の

規定は、公布の日から施行します。 

〇 美濃加茂市職員の再任用に関する条例の廃止（第２項） 

〇 美濃加茂市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置（第３

項から第２２項まで） 
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〔議第６１号〕 

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和５年４月１日 

◎ 改正の主な内容 

地方公務員法の一部を改正する法律により、新たに定年前再任用短時間勤

務職員（６０歳以後に退職した職員で本人の意向により短時間勤務で任用す

る職員）制が導入され、再任用職員制がなくなるため所要の改正を行うもの

です。 

第１条 美濃加茂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定

める条例の一部改正について 

 〇 定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正（第２条及び第４条関係） 

・ 法第２８条の４、第２８条の５及び第２８条の６で規定していた「再任

用職員」を法第２２条の４及び第２２条の５で規定する「定年前再任用短

時間勤務職員」に改めます。 

第２条 美濃加茂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

について 

〇 定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正（第２条及び第１６条関係） 

・ 引用する条項を法第２８条の４、第２８条の５及び第２８条の６から法

第２２条の４及び第２２条の５に改めます。 

第３条 美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て 

〇 定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正（第２条から第４条まで、第

１２条及び第１９条関係） 

・ 法第２８条の４、第２８条の５及び第２８条の６で規定していた「再任

用短時間勤務職員」を法第２２条の４及び第２２条の５で規定する「定年
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前再任用短時間勤務職員」に改めます。 

第４条 美濃加茂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正

について 

〇 定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正（第３条関係） 

・ 引用する条項を法第２８条の５第１項から法第２２条の４第１項に改

めます。 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

〇 経過措置（第２項） 

暫定再任用職員のうち短時間勤務の職にある者は、改正後の勤務時間、休

暇等に関する条例における定年前再任用短時間勤務職員とみなします。 
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〔議第６２号〕 

   美濃加茂市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

   地方公務員法第２７条第２項で規定される分限処分のひとつである降給

については法律では一切要件を定めておらず、条例で定めることとされて

いるため、定年引上げを機に、降給についての規定を追加するものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 目的の改正（第１条関係） 

分限については、地方公務員法第２８条の規定により、「降任」「免職」

「休職」「降給」と定義していることから、まとめて「分限」に改め、第１

条の見出しを「趣旨」に改めます。 

○ 降任等に該当する事由の明確化（第２条関係） 

降任等について、人事評価その他の勤務成績を評定するに足りると認め

られる客観的な事実に基づき、定期評価の全体評語が最下位の段階である

場合その他勤務実績が良くないことが明らかである場合を明確にします。 

〇 休職の手続の改正（第３条関係） 

休職処分において、職務の遂行に支障があることを判断する医師の人数

について、任命権者及び当該職員の同意があれば１人でもよいこととしま

す。 

〇 休職の期間の改正（第４条関係） 

休職を終了し、復職するにあたり、職務の遂行に支障がないことを判断す

る医師の人数について、任命権者及び当該職員の同意があれば１人でもよ

いこととします。 

〇 降給の種類の追加（第６条関係） 

定年引上げに伴う管理監督職勤務上限年齢による「降任」、職員が６０

歳以上となり給料月額が７０％となる「降給」が必須となったため、降給の

種類について規定を追加します。 

〇 降格の事由の追加（第７条関係） 

降格の事由として、降任（現に属する職務の級より同一の給料表の下位

の職務の級に分類されている職務を遂行すること）のほか、降格できる事由

を規定します。 

〇 降号の事由の追加（第８条関係） 

職員の意に反して当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更

する「降号」する場合の条件について規定します。 
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〇 通知書の交付（第９条関係） 

分限の手続及び効果は法律で特別に定めがある場合を除くほか条例で定

めることとなっており、職員の意に反する降給については、その旨を記載

した書面を当該職員に交付することを規定します。 

〇 受診命令に従う義務（第１０条関係） 

心身の故障のため分限処分をする場合は、医師の診断を行わせなければ

ならないため、当該職員がその旨を命ぜられた場合は従わなければならな

いこと（義務規定）を規定します。 

〇 委任（第１１条関係） 

改正前の見出しである「この条例の実施に関し必要な事項」を他の条例

に合わせ、「委任」と改めます。

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

〇 読替規定（第２項） 

管理監督職勤務上限年齢制が導入されることに伴い、美濃加茂市職員の

給与に関する条例についても改正されるため、本条例第６条に規定の適用

に関して読替規定を設けます。 

○ 適用除外（第３項） 

職員が６０歳以上となり給料月額が７０％となる「降給」に関しては第９

条の規定を適用しないことを規定します。 

- 11 -



〔議第６３号〕 

   美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

学校給食における食物アレルギー対応を学校及び調理場の実情に応じて実

施していくために必要な対応方針を策定するため、学校給食食物アレルギー

対応方針策定委員会を設置するものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 別表（第１条―第４条関係） ２ 教育委員会の附属機関の改正 

教育委員会の附属機関として、美濃加茂市学校給食食物アレルギー対応

方針策定委員会を新たに加えます。 

※所掌事項 学校給食における食物アレルギー対応方針の策定に関すること 

 委員の構成 (1) 学校医 (2) 薬剤師 (3) 関係行政機関の職員 

 委員の定数 １０人以内 

 委員の任期 審議事項の諮問を受けてから答申を行うまで 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項）

この条例は、公布の日から施行します。 

〇 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正（第２項）

   別表に「美濃加茂市学校給食食物アレルギー対応方針策定委員会委員」

を加えます。 

   ※日額 １６，０００円（職務の時間が２時間以上４時間未満の場合は

８，０００円、２時間未満の場合は４，０００円） 
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〔議第６４号〕 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和５年４月１日 

国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員の定年についても、国家公務員

と同様に段階的に引き上げるため、関連する部分について、整備を行うもので

す。

令和４年８月８日に行われた人事院勧告に基づき、民間給与との格差を解

消するため、給料表の水準を引き上げる改正を行うものです。 

また、民間の特別給（ボーナス）の支給割合との均衡を図るため、勤勉手当

の支給月数を０．１０月分（再任用職員については０．０５月分）引き上げる

改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正 

○ 給料表の水準の改定（第３条関係（別表第１）） 

   民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、給料表を大卒程度に係

る初任給については３，０００円、高卒者に係る初任給については４，００

０円引き上げます。３０歳台半ばまでの職員が在籍する号給についても引

上げを基本に改定します。 

○ 勤勉手当の引上げ（第２１条関係） 

   民間の支給割合との均衡を図るため、令和４年度からの勤勉手当の支給

月数を年間で０．１０月分引き上げ、期末勤勉手当の合計支給月数を現行

４．３０月から４．４０月に改定し、１２月の勤勉手当に加算します。 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正 

 〇 定年前再任用短時間勤務制導入に伴う改正（第５条の２、第１２条、第１

５条、第１９条の３、第２０条及び第２１条関係） 

  ・ 新たに定年前再任用短時間勤務職員（６０歳以後に退職した職員で本人
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の意向により短時間勤務で任用する職員）の給料月額についての規定を

追加します。 

  ・ 再任用短時間勤務職員、再任用職員の規定を定年前再任用短時間勤務職

員に置き換えます。 

○ 勤勉手当の引上げ（第２１条関係） 

   令和５年度からの勤勉手当の支給月数を令和３年度と比較して年間で

０．１０月分引き上げ、期末勤勉手当の合計支給月数を４．４０月に改定し

ます（現行４．３０月）。引上げ分である０．１０月分を６月と１２月に０．

０５月ずつ振り分け、一般職の勤勉手当をそれぞれ１月とします。 

〇 ６０歳到達後の職員の給与水準について（附則第７項から第１４項まで

関係） 

職員が６０歳に達した日後の最初の４月１日以後の給料月額は、６０歳

時の給料月額の７割水準とします。 

〇 定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額（別表関係）

   定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を規定します。 

 【参考】勤勉手当の見直し （一般職） 

区 分 
現行 

（R4.4.1時点） 

改正後 

（R4.12.1時点） 

改正後 

（R5.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
１．２０月 

期

末 
１．２０月 

期

末 
１．２０月  

勤

勉 
０．９５月 

勤

勉 
０．９５月 

勤

勉 
１．００月  

１２月 

支給割合 

期

末 
１．２０月 

期

末 
１．２０月 

期

末 
１．２０月  

勤

勉 
０．９５月 

勤

勉 
１．０５月 

勤

勉 
１．００月  

合 計 ４．３０月 ４．４０月 ４．４０月 ０．１０月 
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     再任用（一般職） 

区 分 
現行 

（R4.4.1時点） 

改正後 

（R4.12.1時点） 

改正後 

（R5.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
０．６７５月 

期

末 
０．６７５月 

期

末 
０．６７５月  

勤

勉 
０．４５月 

勤

勉 
０．４５月 

勤

勉 
０．４７５月  

１２月 

支給割合 

期

末 
０．６７５月 

期

末 
０．６７５月 

期

末 
０．６７５月  

勤

勉 
０．４５月 

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．４７５月  

合 計 ２．２５月 ２．３０月 ２．３０月 ０．０５月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項） 

  この条例は、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１

日から施行します。 

第１条の規定による改正後の規定は令和４年４月１日から適用します。 

〇 給与の内払（第３項） 

  第１条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例の規定を

適用する場合においては、第１条の規定による改正前の美濃加茂市職員の給

与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第１条の規定による改

正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなし

ます。 

〇 経過措置（第４項から第１０項まで）
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〔議第６５号〕 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

令和４年８月８日に行われた人事院勧告に基づき、民間給与との較差を解

消するため、給料表の水準を引き上げる改正を行うものです。 

また、民間の特別給（ボーナス）の支給割合との均衡を図るため、期末手当

の支給月数を０．０５月分引き上げる改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

○ 給料表の水準の改定（第７条関係（別表）） 

民間給与との較差を解消するため、一般職の給料表に併せて改定します。

○ 期末手当の引上げ（第９条関係） 

   令和４年度からの期末手当の支給月数を年間で０．０５月分引き上げ、

３．３０月とし、引上げ分については、１２月の支給月数に加算します。 

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

 ○ 期末手当の引上げ（第９条関係） 

   令和５年度からの期末手当の支給月数を令和３年度と比較して年間で

０．０５月分引き上げ、３．３０月とし、引上げ分である０．０５月分を６

月と１２月に０．０２５月ずつ振り分け、それぞれ１．６５月とします。 

 【参考】期末手当の見直し  

区 分 
現行 

（R4.4.1時点） 

改正後 

（R4.12.1時点） 

改正後 

（R5.4.1時点） 
引上げ分 

６月支給割合 １．６２５月 １．６２５月 １．６５月  

１２月支給割合 １．６２５月 １．６７５月 １．６５月  

合 計 ３．２５月 ３．３０月 ３．３０月 ０．０５月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項、第２項）

  この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和５年

４月１日から施行します。 

  第１条の規定による改正後の規定は令和４年４月１日から適用します。 
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〇 給与の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合におい

ては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給され

た給与は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内

払とみなします。 

- 17 -



〔議第６６号〕 

   美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

令和４年８月８日に行われた人事院勧告を受けた国家公務員の一般職及び

特別職の給与改定に準じ、常勤の特別職（市長、副市長及び教育長）の期末手

当を引き上げるため条例を改正するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和４年度からの期末手当の支給月数を年間で０．１０月分引き上げ、

４．４０月とし、引上げ分については、１２月の支給月数に加算します。 

第２条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

 ○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和５年度からの期末手当の支給月数を令和３年度と比較して年間で

０．１０月分引き上げ、４．４０月とし、引上げ分である０．１０月分を６

月と１２月に０．０５月ずつ振り分け、それぞれ２．２０月とします。 

 【参考】期末手当の見直し 

区 分 
現行 

（R4.4.1時点） 

改正後 

（R4.12.1時点） 

改正後 

（R5.4.1時点） 
引上げ分 

６月 

支給割合 
２．１５月 ２．１５月 ２．２０月  

１２月 

支給割合 
２．１５月 ２．２５月 ２．２０月  

合 計 ４．３０月 ４．４０月 ４．４０月 ０．１０月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項、第２項）

 この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和５年

４月１日から施行します。 

第１条の規定による改正後の規定は令和４年１２月１日から適用します。 

〇 期末手当の内払（第３項）
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第１条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合におい

ては、同条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給され

た期末手当は、同条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末

手当の内払とみなします。 
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〔議第６７号〕 

   美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

令和４年８月８日に行われた人事院勧告を受けた国家公務員の一般職及び

特別職の給与改定に準じ、市議会議員の期末手当を引き上げるため条例を改

正するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和４年度からの期末手当の支給月数を年間で０．１０月分引き上げ、

４．４０月とし、引上げ分については、１２月の支給月数に加算します。 

第２条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正 

 ○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和５年度からの期末手当の支給月数を令和３年度と比較して年間で

０．１０月分引き上げ、４．４０月とし、引上げ分である０．１０月分を６

月と１２月に０．０５月ずつ振り分け、それぞれ２．２０月とします。 

 【参考】期末手当の見直し  

区 分 
現行 

（R4.4.1時点） 

改正後 

（R4.12.1時点） 

改正後 

（R5.4.1時点） 
引上げ分 

６月 

支給割合 
２．１５月 ２．１５月 ２．２０月  

１２月 

支給割合 
２．１５月 ２．２５月 ２．２０月  

合 計 ４．３０月 ４．４０月 ４．４０月 ０．１０月 

◎ 施行期日等（附則） 

 〇 施行期日等（第１項、第２項） 

  この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和５年

４月１日から施行します。 
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第１条の規定による改正後の規定は令和４年１２月１日から適用します。 

〇 期末手当の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合において

は、同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期

末手当は、同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の

内払とみなします。 
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〔議第６８号〕 

   美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について 

【議案書：  頁】 

◎ 改正の概要 

  令和５年４月から共通納税システムの利用が拡大され、システムのポータ

ルサイトでの電子納付が可能になります。その際、額面金額のみの納付とな

り、システム上督促手数料等が徴収できなくなり、料などの窓口納付との差が

生じ不公平となるため、督促手数料を廃止します。 

また、郵便法改正による郵便配達日数の増加に伴い金融機関からの納入状

況の確認に時間を要する等により２０日以内に督促状を発付できない時期が

できていることから、督促状の発付期限を延長します。 

◎ 改正の主な内容 

〇 美濃加茂市税条例の一部改正（第１条関係） 

市税についての督促手数料の廃止と督促状の発付期限を３０日以内とし

ます。 

〇 美濃加茂市道路占用料徴収条例の一部改正（第２条関係） 

道路占用料についての督促手数料を廃止し、督促については、債権管理条

例の例によることとします。合わせて字句の整理をするものです。 

〇 美濃加茂市水道事業給水条例の一部改正（第３条関係） 

水道料金及び分担金の督促については、債権管理条例の例によることと

します。 

〇 美濃加茂市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正（第４

条関係） 

税外収入についての督促手数料を廃止し、督促については、債権管理条例

の例によることとします。合わせて名称の変更と字句の整理をするもので

す。 

〇 美濃加茂市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正（第５条関係） 

農業集落排水事業分担金の督促については、債権管理条例の例によるこ

ととします。 
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〇 美濃加茂市流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正

（第６条関係） 

流域関連公共下水道事業受益者負担金についての督促手数料を廃止し、

督促については、債権管理条例の例によることとします。合わせて字句の整

理をするものです。 

〇 美濃加茂市農業集落排水処理施設使用料徴収条例の一部改正（第７条関

係） 

農業集落排水処理施設使用料の督促については、債権管理条例の例によ

ることとします。合わせて字句の整理をするものです。 

〇 美濃加茂市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部

改正（第８条関係） 

特定環境保全公共下水道事業受益者負担金についての督促手数料を廃止

し、督促については、債権管理条例の例によることとします。合わせて字句

の整理をするものです。 

〇 美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正（第９条関係）

家賃についての督促については、債権管理条例の例によることとします。

〇 美濃加茂市国民健康保険条例の一部改正（第１０条関係） 

国民健康保険料についての督促手数料の廃止と督促状の発付期限を３０

日以内とします。合わせて字句の整理をするものです。 

〇 美濃加茂市介護保険条例の一部改正（第１１条関係） 

介護保険料についての督促手数料を廃止し、督促については、債権管理条

例の例によることとします。合わせて字句の整理をするものです。 

〇 美濃加茂市蜂屋川公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正

（第１２条関係） 

蜂屋川公共下水道事業受益者負担金についての督促手数料を廃止し、督

促については、債権管理条例の例によることとします。合わせて字句の整理

をするものです。 

〇 美濃加茂市準用河川占用料等徴収例の一部改正（第１３条関係） 

河川占用料についての督促手数料を廃止し、督促については、債権管理条
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例の例によることとします。 

〇 美濃加茂市後期高齢者医療に関する条例の一部改正（第１４条関係） 

後期高齢者医療保険料についての督促手数料を廃止し、督促については、

債権管理条例の例によることとします。併せて字句の整理をするものです。

〇 美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正（第

１５条関係） 

保育料についての督促については、債権管理条例の例によることとしま

す。 

〇 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正（第１６条関

係） 

保育料等についての督促手数料を廃止し、督促については、債権管理条例

の例によることとします。併せて字句の整理をするものです。 

〇 美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例の一部改正（第１

７条関係） 

一時預かり保育料についての督促については、債権管理条例の例による

こととします。 

〇 美濃加茂市債権管理条例の一部改正（第１８条関係） 

市の債権についての督促状の発付期限を３０日以内とします。 

〇 美濃加茂市病児保育事業の実施に関する条例の一部改正（第１９条関係）

利用料についての督促については、債権管理条例の例によることとしま

す。 

〇 美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正（第２

０条関係） 

保育料等についての督促手数料を廃止し、督促については、債権管理条例

の例によることとします。併せて字句の整理をするものです。 

〇 美濃加茂市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正（第２

１条関係） 

家賃についての督促については、債権管理条例の例によることとします。
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◎ 施行期日等（附則） 

○ 施行期日（第１項）

 この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

○ 経過措置（第２項から第１５項まで）

令和４年度以前の会計年度に属する市税、道路占用料、税外収入、流域関連

公共下水道事業受益者負担金、特定環境保全公共下水道事業受益者負担金、国

民健康保険料、介護保険料、蜂屋川公共下水道事業受益者負担金、河川占用料、

後期高齢者医療保険料、保育園の保育料等及び認定こども園の保育料等に係

る督促手数料については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、

なお従前の例によります。 
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〔議第６９号〕

美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例につ

いて 

【議案書： 頁】 

◎ 廃止の概要 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第８３条第３項の規定に基づき市が設置した美濃加茂市

障害者支援施設ひまわりの家については、平成２３年度から指定管理者によ

る管理運営を行ってきました。 

近年、同様の障害福祉サービスを提供する民間事業者が増えてきており、

民間事業者の運営が望ましく、市が当該施設を設置する目的が薄らいできた

ことから、本条例を廃止するものです。 

◎ 市が保有している資産について 

令和６年４月１日から民間事業者が管理・運営する予定です。 

土地：無償貸付とし、土地使用貸借契約を締結（貸付期間１５年間） 

 建物：無償譲渡とし、不動産贈与契約を締結 

備品：無償譲渡とし、動産贈与契約を締結 

◎ 施行期日（附則） 

  この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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